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平成 2 5年 6月 5日 
 

市内介護保険指定事業所 管理者 様 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課長  

 

介護保険指定事業者講習会（集団指導）の実施について（通知）  
 

日頃は、本市の介護保険運営につきまして格別のご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

このたび、市内介護保険指定事業所(保険医療機関、保険薬局のみなし事業所は除く。) 

を対象に、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、下記のとおり事業者講 

習会（集団指導)を実施いたしますので、出席をお願いいたします。 
 

記 
 

１ 実施日時 

  平成25年8月1日（木） 13時より16時まで(受付は12時より) 

※なお、開始時刻直前は大変混みあいます。時間に余裕を持ってご来場ください。  
 

２ 実施場所  

  名古屋国際会議場（センチュリーホール）※裏面参照  
 

３ 出席者 

管理者等（出席者は各事業所 1名を原則とします） 
 

４ 内容 

 介護保険指定事業者に対する指導、事業運営に係る重要な連絡事項及び各種事業の周知  
 

５ 注意事項 

・ 同一事業所番号で複数事業所の指定を受けている場合は、お手数ですがこの通

知をコピーし、事業所ごとに出席票をお持ちください。 

・ 事業者に対する指導及び重要事項の伝達を行うため参加をお願いします。万が一

欠席の場合の連絡は不要です。  

・ 手話通訳が必要な方は、ファックス・メール等で事前にご連絡ください。 

・ 当日の会場付近は、道路の混雑が予想されます。ご来場の際は原則として公共交

通機関をご利用いただき、お車でのご来場はご遠慮ください。  

 

名古屋市高齢福祉部介護保険課指導係（Tel：972-3087 Fax：972-4147） 

メール： a2592@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp  
 

 

裏面留意事項を確認の上、以下の出席票に必要事項を記入し講習会当日ご提出ください。 
 
 

《 平成２５年度介護保険指定事業者講習会  出席票  》 

事業所番号 2 3         

法人名   

事業所名   

サ
ー
ビ
ス
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種
類 

該
当
サ
ー
ビ
ス
に
□✔ 

 

□訪問介護 (予防 ) □訪問入浴介護 (予防 ) □訪問看護 (予防 ) □訪問リハビリ (予防 )  

□通所介護 (予防 ) □通所リハビリ (予防 ) □短期入所生活介護 (予防 ) □短期入所療養介護 (予

防 ) □特定施設入居者生活介護 (予防 )  □福祉用具貸与・販売（予防）□定期巡回・随時対応

型訪問介護看護  □夜間対応型訪問介護   □認知症対応型通所介護 (予防 ) □小規模多機能型

居宅介護 (予防 ) □認知症対応型共同生活介護 (予防 ) □地域密着型特定施設入居者生活介護   

□地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    □複合型サービス  □介護老人福祉施設  

□介護老人保健施設  □介護療養型医療施設  □居宅介護支援  
 

※講習会資料はこの出席票と引き換えの為、必ず当日ご提出ください。 

＜  切  り  取  り  線  ＞  

mailto:a2592@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp


交通のご案内  

会 場 ： 名 古 屋 市 国 際 会 議 場 （ セ ン チ ュ リ ー ホ ー ル ）  

所 在 地 ： 名 古 屋 市 熱 田 区 熱 田 西 町 1 番 1 号  

 

地下鉄名城線「西高蔵」下車、２番出口より西へ徒歩 5 分 

地下鉄名港線「日比野」下車、１番出口より東へ徒歩 5 分 

 

当日の会場付近は、混雑が予想されます。ご来場の際は原則として公共交通機

関をご利用いただき、お車でのご来場はご遠慮ください。  

(昨年度の講習会では路上駐車や近隣店舗への駐車により、近隣の住民や店舗より苦情

が多数寄せられましたので、このようなことのないようにしてください。) 

 

 

 

※留意事項 

○同一事業所番号で複数事業所の指定を受けている場合は、お手数ですがこの通知を

コピーし、事業所ごとに出席票をお持ちください。  

 

○出席票は、1 事業所(サービスごと)につき 1 枚とします。 

例)2 事業所を代表して 1 名が出席する場合、出席票は 2 枚提出する。  

  

○資料は 1 事業所につき 1 部配布します。講習会終了後、NAGOYA かいごネットに資料

のデータを掲載しますので、必要な方はダウンロードしてご活用ください。  

 


